
国・府が進める保険料水準の統一とは

平成３０年から始まった国保運営の都道府県化は、しくみの統一でした。現在進められている水準の統一は、国保を「市町村ごとのローカ
ルな助け合い」から、「都道府県単位の広域で強固なセーフティネット」へ作り替えるための中身の金額や計算ルールの改革と言えます。
これまでは、隣同士の市町村であっても、その自治体の財政力や医療費の実績によって保険料に大きな差がありました。国保は「国民皆保

険」の基盤です。「どの自治体に住んでいるか」という偶然の要素によって、同じ所得・同じ世帯構成の人の負担が異なるのは不公平である、
という考え方により、多くの市町村で行われてきた、保険料の上昇を抑えるための、基金繰入等による国保の赤字補填をやめて、算定根拠を

統一することで、医療費と保険料の関係をクリアにし、各自治体が共通の指標（標準保険料率）に基づいて運営するようにします。

京丹後市

京都府
国保事業の運営

被保険者

国保事業費納付金
・市町村が府に納める経費ノルマ
・府全体の医療費を市町村の応能応
益に応じて按分（医療費実績が
高い市町村は高い納付金）
・京都府が算定

国保料（税）
・被保険者が市に納める保険料
・府へ納める納付金から公費等に
よる支援分を差し引き料率を設定
・市町村で独自に算定

財政安定化（国保）事業基金等による
徴収料税への補てん

市町村は、京都府から請求される納
付金額により、示される標準保険料率
を参考としつつ、見合う国保料賦課額

を算定。
標準保険料率
・国保料（税）を決める際の
指標的な料率
・納付金を賄うために必要と
なる理論上の値
・京都府が算定

①

②

統一の議論の現状（年次的に２段階で）
① 納付金ベースの統一
府が行う納付金の算定計算式において、
市町村毎の医療費の差を反映しない。

② 完全統一
市町村独自の補てんを廃止し、府が示す
標準保険料をそのまま実際の国保料（税）
率として採用。
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